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1 引火性廃油 ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 腐食性廃酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 腐食性廃アルカリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 特定有害汚泥 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 特定有害廃油 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 特定有害廃酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 特定有害廃アルカリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 特定有害鉱さい ○ ○ ○

9 特定有害ばいじん ○ ○ ○ ○ ○ ○

10 特定有害燃え殻 ○ ○ ○ ○


